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大阪府PTA協議会（府P）及び日本PTA全国協議会（日P）退会について 
 

平素より、枚方市PTA協議会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、市Ｐ臨時総会（令和７年１２月１３日開催）において承認を得て、枚方市PTA協議会は大阪府

PTA協議会（府P）を退会することとなりましたのでご報告いたします。 

経緯といたしましては、市Pが抱える現状の課題を整理検討する中で、より地域に即したPTA活動を自立

的に進めていくためとの判断に至りました。本件は、2月14日に府P協議会役員会において経緯説明のうえ

承認を得ており、令和７年度府P決算総会（6月開催予定）をもって退会となります。あわせて、その上部団

体である日本PTA全国協議会からの退会についても同様となります。 

■ 今後の運営体制について 

枚方市PTA協議会では、以下の方針のもと、今後の運営を行ってまいります。 

• 大阪府PTA協議会を介さずとも、北河内地区PTA協議会（７市による地域連携組織）を通じて、 引

き続き市域を越えた横のつながりを維持します。 

• 枚方市PTA協議会は、北河内地区の一員として各市と対等な協力関係を継続しながら、 市内の

各単位PTAとも直接つながる、自立型の運営を行います。 

• 各単位PTAの声をリアルタイムに共有し、情報・研修・保険・広報のすべてを市内で完結できる体

制を維持してまいります。 

• 現場の課題を迅速に共有・解決できる、地域主導・現場密着型のPTA運営の確立を目指してまい

ります。 

■ 各種事業について 

• 保険 

北河内地区PTA協議会で共同加入している団体活動補償保険を継続利用します。 

※日Ｐ府Ｐ運営による各補償制度につきましては新規加入更新することができなくなる場合があります。 

• 分担会費 

令和7年度末をもって府Pへの会費納入は終了し、今後は枚方市PTA協議会会費のみとなります。 

• 府P主催事業への参画・参加 

市Pとして参画・参加はできなくなりますが、市内および北河内地区での活動に支障はありません。 

 

本件についてご不明な点等がございましたら、市P事務局までメールにてお問い合わせください。 

今後も、各単位PTAの皆さまと直接連携しながら、子どもたちと保護者にとって、より実りあるPTA活動と

なるよう邁進してまいりますので引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〖 枚 方 市 P T A 協 議 会  事 務 局 〗 

所在地：〒573-1159 枚方市車塚1丁目1番1号 輝きプラザきらら4F 

会務日：（月）（水）9時～12時・（金）9時～15時 祝日及び夏季冬季休業あり 

E-mail：pta.hirakatashi@gmail.com 

 


